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序章 南丹市都市計画マスタープランとは 
 

１．計画の目的と役割 

(１) 計画の目的と役割 

南丹市都市計画マスタープラン（以下、「本計画」という）は、都市計画法第１８条の２

に位置づけられる「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、南丹市総合振興計画

などを踏まえて、南丹市における都市の将来像や土地利用などの基本方向を明らかにすると

ともに、地域ごとのまちづくりの方針を定めることにより、南丹市における都市づくりの総

合的な指針となります。 

本計画が有する役割は、以下のとおりです。 

 

①実現すべき具体的な都市の将来像を明らかにする 

これからの南丹市の都市づくりについて市民にわかりやすく伝えるため、実現すべき具体

的な都市の将来像や都市づくりの方針、地域別まちづくりの方針を明らかにします。 

 

②具体的な都市計画の決定・変更の指針となる 

土地利用や都市施設の整備などについてあるべき方向性を示し、今後の都市計画を決定・

変更する際の指針となるものです。 

 

③個別の都市計画相互の調整を図る 

土地利用、都市施設、市街地開発事業、都市環境などの具体的な個別の都市計画について

相互の調整を図ります。 

 

④市民や事業者の理解、具体の都市計画の合意形成を図る 

都市づくりや地域づくりの将来像を、市民、事業者、行政が共通の目標として共有するこ

とにより、市民、事業者の都市計画に対する理解を深め、各種の都市計画関連施策への合意

形成や参加を容易にします。 
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(２) 計画の位置づけ 

本計画は、「南丹市総合振興計画」などの上位計画に即して定めるものです。本計画と関

連する計画の関係は以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 関連計画との関係 ■ 

国・府レベルの計画 

21 世紀の国土のグランドデザイン 
(平成 10 年３月) 

目標年次：平成 22～27 年 

新京都府総合計画 
(平成 13 年１月) 

計画期間：平成 13～22 年度 

市レベルの計画 

新市建設計画 
(平成 17 年１月) 

目標年次：平成 26 年  
 
 

旧４町の 

総合(振興)計画

南丹市都市計画マスタープラン

南丹市総合振興計画 
(平成 20 年３月) 

目標年次：平成 29 年 

園部町都市計画 

マスタープラン 
(平成 15 年) 

八木町都市計画 

マスタープラン 
(平成 10 年) 

(整合)
南丹都市計画区域 

整備開発及び保全の方針
(平成 19 年 11 月) 

目標年次：平成 27 年 

(

見
直
し)

 

地域商業 

ガイドライン
(平成 19 年５月)

「明日の京都」長期ビジョン 
(平成 23 年１月) 

10 年（2020 年）から 

20 年後（2030 年）を展望 

南丹都市計画区域 

整備開発及び保全の方針
(平成 16 年５月) 

目標年次：平成 27 年 

(即す)

新京都府総合計画 

実現のための中期ビジョン 
(平成 17 年３月) 

計画期間：平成 13～22 年度 

国土形成計画 

全国計画 
(平成 20 年７月) 

近畿圏広域地方計画 
(平成 21 年８月) 
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■ 南丹市都市計画マスタープランの位置づけ ■ 

即す

【

基

本

計

画

】

ま ち づ く り に 関 す る 個 別 計 画

土

地

利

用

計

画

市

街

地

開

発

計

画

交

通

体

系

計

画

環

境

基

本

計

画

緑

の

基

本

計

画

景

観

基

本

計

画

都

市

防

災

計

画

そ
の
他
施
設
整
備
計
画

【

実

施

計

画

】

地 域 地 区 

・用途地域 

・準防火地域 

・特別用途地区等 

都 市 施 設

・道路 

・公園 

・下水道等

市 街 地 開 発 事 業

・土地区画整理事業

 

地 区 計 画 等 

・地区計画 

・建築協定 

・緑地協定等 

都 市 計 画 に 関 す る 事 業 や ル ー ル 

■住民意見の反映 

・アンケート 

・ホームページ

での公開 等 

公表 

参加 

素案の作成
 

提 出 

■行政による素案作成・調整 

福祉・厚生関連

教育・文化関連

行 財 政 関 連

商 工 関 連

【
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
】

諮問

南丹市都市計画マスタープラン

■都市計画に関する基本的な方針

（都市計画法：第 18 条の２） 

答申

都市計画審議会

庁

内

検

討

組

織

農 業 関 連

 
【

上

位

計

画

】

南 丹 市 国 土 利 用 計 画 

(国土利用計画法第８条) 

南 丹 市 総 合 振 興 計 画 

(地方自治法第２条) 




